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は
獨
逸
の
賠
偾
金

.
問
題
を
中
心
ビ
し
て
、同
國
の
財
政
幷
匕
し
通
ー
貨
奴
狀
況
を
研 

究
し
、如
何
に
し
て
賠
償
金
問
題
を
解
決
し
、以
ク
て
其
正
し
き
に
就
か
し
め
可
き
か
を
.論
述
し 

た
近
時
稀
に
見
る
一
大
論
策
で
あ
る
。
私
は
先
づ
報
吿
書
の
槪
要
を
紹
介
す
る
こ
く
を
主
ど
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八

猞(
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論

m

ダ
ゥ
ズ
委
啟
會
の
獨
逸
僻
飲
金
問
題
提
案

 

第
.七
號
.

一一 

し
、其
間
多
少
の
批
判
を
試
み
た
い
ミ
思
ふ
。

 

ハ

. 

' 

’ 

委
錄
會
が
主
力
を
注
：い
で
研
究
し
た
問
題
は
如
何
に
し
て 

俯

^
し
て
獨
逸

.の
歲
：靴
に
收
支
均
衡
を
保
持
甘
し

.め
る
か

：
' の，

た
る
、互

1

に
m

聯
し
て
居
る

-

こ
ビ
は
明
白
の

0

實
.

で
あ
つ
て
、若
 

居
つ
た
な
ら
ば
、收
入
不
足
.を
補
う
爲
め
に
、烦
銀
荇
券
.の
發
行 

可
き
手
段
を
知
ら
な
い
で
あ
ら
う
し
、又
通
貨
の
價
値
が
爾
實 

低
落
を
見
る
こ
ビ
を
免
が
れ
な
い
ヒ
す

.
れ
ば
、祖
稅
の
賦
課
に

期
さ

れ
た
際
の
收
入
に
比
較
し
て
、锻
値
箄
に
低
く
、收
支
均
衡
の
維
待
を
し
て
不
可
能
事
た
ら 

し
め
る
。

上
記
の
ニ
大
事
業
を
完
成
す
る
に
就
て
、第
一
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、獨
逸
の 

經
濟
的
能
力
で
あ
つ
て

^

し
ヰ
獨
逸
の
國
民
的
生
產
が
國
民
的
要
求
に
應
じ
、又
邦
外
國
に

^
 

う
偵
務
の
支
拂
を
保
障
；す：

.
る
i

に：足
ら
な
い
場
合

.

に
は
、苜
の
方
策
、千
の
計
畫
、遂
に
一
の
效
果
を 

.奏
す
る
を
得
ざ
る
道
理
で

'
ぁ

る

：が
、此
S

R

就
て
は
*
員
會
は
獨
逸
の
.現
狀

R

對
し
て
、樂
觀
說 

を
懷
い
て

.
居
る
り
即
ち
日
ぐ

.

當 で を し ニ 獨  
( > な 必 も 戰 逸  

徵 く 耍 經 で の  
收 殊 ^ f め 通  
S に す が つ 貨  
れ 或 る 收 た を  
た る 外 入 が 砸  
收 時 K: に 是 實  
入 期 何 超 等 に
は の 等 過 の し  

其 後 擇 し P4 ^  
豫 に ぶ て 題 如

■

獨
逸
の
發
達
し
、且

.
つ
動
勉
な
る
人
民
、典
大
な
る
技
術
的
訓

M
V

有
形
的
富
源
の
豐
饒
、農

0

の
 

發
達
、產
業
土
の
科
磨

.

に
於
け
る
優
秀
等
の
諸
條
件
は

.
獨
逸
將
來

.

の
在
產
に
關
し
て
、之
を
有 

錤
の
も
の
泠
ら
乜
め
る
要
素
岑
爲
る
。

•

,

.

其
上
に
千
九
百
十
九
：年

.

來

: »
:

逸
は
典
諸

H

場
#

に
設
備
を
改
善
し
、鐵
道
に
關
す
る
調
査
の 

爲
.

め
に
、特
に
任
命
さ

」

れ
^

碑
門
象

.
は
獨
逸
鐵
：逍制
度
を
改
良
す
る
爲
め
に
、何
等
费
用
の
惜 

.

ま
れ
な

か

っ

た
乙
と
を
報
告
し
、電
信
電
話
の
交
通
は
最
近
時
の
施
殷
を
應
用
し

®

靡
運
河 

共
に
發
達
し
、產業
の
へ
當
事
者
は
：戰
前
ょ
り
も
页
に
大
な
る
生
產
物
を
獲
得
す
る
爲
め
ね
、最 

,

新
の
.

施
設
を
講
ず
る
こ

£

を
怠
ら
な
い

' 0
>

故

に
獨

M

， ^

賞
源
を

‘

以
つ
.

て；裝
は
れ
て
居
み
、ガ
規
模
に
於
て
、是
等
富
源
を
利
用
す
る
方
便 

.

’

を
■

戈
備
へ
て
居
る
。
隨
つ

:'

て〗

現
在
：の；信
用
不
足
に
し
て
、救
治
さ
れ
た
な
ら
ば
、獨
逸
は
世
界 

の
經
濟
的
恢
復
ヒ
，共
に

「

其
活
動
場
裡
に
於
て
、

^

利
な
る

0

位
を
保
つ
で
ぁ
.ら
ぅ
气 

戚
过
右
の
：說
に

1

し

て

, ^

、樂

; «

的
に
事
を
誇
張
す
る
嫌
な
き
を

#

な
い
£
云
ふ
評
ぁ
ゐ
か 

も
知
れ
な
い
。
：
然
％
獨
.逸
の
生
產
方
を
復
興

し

、

自
己
の
必
要
を
充
す

i

共
に
、賠
偾
金
の
支
拂 

ギ
應
せ

^

勿
る
に
は
、

:1
|

|

政
幷

#

通
货
の

〈

狀
«

を
改
着

^

、且：つ

.

世
界
の
經
濟
の
.嫌全
な
る
狀
態 

第
十
八
卷

(

九 
一
;g

論
’

.-

說
':
'
;
:ダ
ゥ
，ス

寶
.

の.
麗
赌
愤
金
問
■

案
，
 

第
七
號 

コー



笫

十

八

卷£
1

四)

論
，

說

ダ

ゥ

ズ
f

k

會
の
獨
逸
赂
偾
金
間
題
提
案
 

笫七猶 

四 

に
，復
歸
す
る
こ
と
を
必
要

W

す
る
趣
&
が
最
も
適
切
に
指
摘
さ
れ
て
居
る
ビ
云
へ
る
。

ニ 

：
.

、

:

:
茲
に
於
て
か
間
題
は
進
ん
で
都
何
に
し
て
通
貨
の
復
興
を
期
す
る
か
と
云
ふ
こ

S

に
入

i

 

ダ
ク
.ス委
員
會
は
第
ー
>に
獨
逸
に
於
て
新
發
行
銀
行
を
設
立
す
る
^
ビ
を
必
要
で
あ
る

S

し
、
 

設
立
の
方
策
を
述
べ
て
：居
る
。：
今

1

«

行
は
獨
逸
に

_
於
て
典
特
許
年
限
で
あ
る
五
十
年
間
を
通

じ

て、銀
行
券
を
發
行
す
る
獨 

占
權
を
持
つ
。
現
在

#

行
3

れ
る
獨
逸
一
切
の
銀
行
券
は
漸
次
囘
收
さ
れ
、新
銀
行
の
銀
行

行
券
は
其

H

分
の
一
に
相
當
す
る
合

_

準
備
金
と
他
の
：
 

れ
、準
備
金
は
專
ら
外
國
銀
行
に
於
け
る
預
金
の
形
態
に

券
、之
に
代
る
‘も
の
と 

流
動
的
資
產
と
に
依 

於
て
、保
有

3

れ
る

J
V 

1

一、永
：遠
の
政
策
ご
し 

の
，®

初
に
於
て
、兌
換 

る
か
ら
、始
め
先
づ
金 

換
の
®

礎
^
®
か
う

す
る
。
新
銀 

つ
て

、
保
護
‘さ
 

の
ど

.
す
.
る
。

て
は
®
行
券 

の
規
則
を
適 

に
對
す
る
關 

^
0 

:る。

係 用 は  
の す . 金  
m る 貨  
實 こ を  
な ビ 以  
る は つ  

通 事 て  
貨 情 兌  
を の 換  
作 一 さ  
b 時 れ  
事 許 可  
情 3 き
の S T で 

許 る あ  

す 所 る  

に と が  

隨 考 鈒  
o へ 行  

て、 ら 創 

兌 れ 立

三
、現
扭

の

帝

國
■

銀
行
：

と
同
b

く
、新

：銀
：行

は

錐 

銀
行

f

し
て
行
動
し
、最
も
安
全
な

る 

短
期

ま

®
の

0

0
引
に

#

ひ
，®!
?!
步
合
を
公
定

し
、他
銀
行
の
爲
め
に
取
引
を
行

ひ
、銀
行
信 

用
の
移
動
の
爲
め
に
、振
替
制
度
を
も
營
む
一
方
に
公
衆
の
爲
め
に
短
期
の
貨
出
割
引
、預
金 

の：受
乂
、資
金
の
振
替
に
も
當
る
。：

四
、新
.
銀
行
は
：獨
逸
政
府
の
國
庫
事

.務
を
代
理
す
る
ど
共
に
、政
府
に
對
し
て
、短
期
の
貨
付
邊 

を
爲
す

°

然
し
此

.
貸
.
付
金

.の
分
量
幷
に
性
質
に
就
て
は
、嚴
重
な
る
制
限
が

.
ぁ
り
、又
貸
.付
金 

を
爲
す
場
合

.
に
.

^

、保
障
が
設
け
ら
れ
：る
ゾ
政
府
は
銀
行
の
利
益
分
配
に
與
る
を
得
る
が
、政
 

府
の
監
督
幷
に

^

_

に
ヾ
對
し
て
、全
然
：自
由
の
地
位
に
居
る
。

獨
逸
が
條
約
雁
行
の
爲
め
に
、蒐
集
し
た
資
金
も
亦
總

.

て
特
別
勘
定
：，の
下
に
、新
銀
行
に
預
入 

れ
ら
れ
、而
し
て
傲
權

_

_

之
を
引
出
す
に
就
て
は
、獨
逸
の
爲
替
市
場
、債
權
國
の
利
#
#
に
 

獨
逸
の
經
濟
を
保
識
す
る
條
件
の
下
：に、爲

さ

れ
る
も
の
ど
す
る

0

.
五
、新
銀
行
は
四

®

金
馬
ン
克

0 .

資
本
金
を
有
し
、其
一
部
は
獨
逸
に
於
て
、他
の
一
部
は
外
國
に 

於
て
、

g

出
.
3

れ
る

o

M

經
營
；は
獨
逸
人
の
縛
裁
幷
に
獨
逸
人
の
重
役
：會
に

.
0

し
、帝
國
銀
行 

に
於
け
る
ビ
同
じ
：

く
、
諮
問
委
員
會
を

M
い

て
、
助
力
を
與
へ
し
め

る
が
、
尙
ほ
右
の
外

に
、
各
七 

，笫
十
八
怨

(

九
j

3 L)

.

論

說

.

ダ
ク
ズ
委
岚
會
の
觸
逸
胁
徵
金
聞
爾
從
案
' 

第
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.

.
0
^
0 

六 

名
‘0-
!

獨

逸
.
八
幷
に
外
國
：人
ょ
ダ
成

4

總
會
，
を

0

け
る
。

七
名
の
：

.外
國
人
重
役
に
依
、つ

' 

て 

报

表

S

國
.
は
，英

#

併
白
、米
、蘭

#

に
瑞
輝

.思

.す
る
。

而
し
て
此

II

會
«

は
銀
.行
の
組
織 

又
-
は
行
瑯
中
、債
：權

_

の
利
寄
に
關
す
る
事
項

.
に
就
て
、廣
大
な

.
る
權
限

.
を
有
し
、會
議
：貫
中
の 

1

名
を
®

ん
で
常

「

往
委
員

.ビ
し
、常
任
委
.員
を
し
て
銀
行
券
の
發
行
幷
に
準
備
金
の
維
持
に 

就
て
、
.法
.
規
に
違
背
す
る
所
な
き
や
を
總
視

#

し
め
る

。

.

總

會

議
办
決

：

定
は
議
長

#

に
常
，壬 

«

»

が
共
に
タ
數
の
侧
に
立

'つ

V
J

き
は
、多
數
決
に
據

.
ら
し
め
る
が
、然
ら
ざ
.る
ど
き
に
は
ギ 

四
名
の
委
員
中
、

4

名̂

0 '
同
意
を

^.
要
ぱ
ず
る
。：

.

此
銀
行
が
設
立

さ
：：

れ
、在
に
揭
げ
る
諸
條
項
を
遵
守
し
て

®

槳
す
.
る
に
至
つ
た
な
ら
ば
、通

*

腺
©
處
れ
の
存

せ
：ざ
.
る
こ
ビ
は
、ダ
ゥ
ズ
委
員

#
,0
.確
信
す
る
所
で
あ

0

て
、殊
に
鈒
行
.設
立

R

-
生」

ず
る
利
益
の

」

ど
し
で
■、今

0
 

0

0

に
於
て
、經
濟
上
殆
ど
固
定
し
た
外
國
通
貨
♦か
銀
行

對
す
る
出
資
又
は
預
金
の
形
態
を
以
つ

/

て
流
動
し
始
め

®

濟
上
.
の
用
に
復
す
る
こ
^
を
力 

し
て
居

:̂
。

：;
'
: 

0
1

然
し
な
が
ら

r

に
設
立
さ
れ
る

0

行
を
し
て
充
分
の
效
果
を
奏
せ
し
め

.
' 
る
は
.

裏
，
‘一
方
こ

^

‘
政
に
於
て
、收
支
均
衡
の
狀
態
の
現
出
す
る
こ
ビ
を
以
つ
て
、第
一
の
要
件
ビ
し
、此
要
件
を
充
す 

に
は
、條
約
上

S

擔
か
一
ら

M

る
處
置
に
出

I

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
來
獨
逸 

人
の

®

に
於
て
は
、

總
て
內
國
關
係
の
要
求
を

以
つ
て
、
獨
逸
の
資
源
に
對
す
る
第

1

の
請
求
權 

f

降
つ
も
の
で
あ
つ
て
、隨
つ
て
條
約
上
の
義
務
は
此
第
一
の
請
求
'權
に
應
じ
た
後
に
生
ず
る 

剩
t

依
つ
て
、充
さ

i

t

Q

S

る
ビ
云
ふ
說
が
行
は
れ
て
已

1

ぃ
が
、ダ
ク
ズ
委
員

.
會 

i

之
：こ一司
意
し
な
い
。
然
し

.
な
が
ら
流
石
に
條
約
上
の
義
務
を
以
ク
て
、如
何
な
る
狀
況
の
下 

に
於
て
も
、又
如
可
な
名
危

•

險
を
睹
ビ
し
て
も
、勵
行
さ
れ
可
き
も
の
ビ
は
考
ベ
す

、
®

逸
に
靜
せ 

:

ら

れ

把

：賠

'償
金
支
拂
の
義

f

加
.
へ
る

I

國
經
费
の
絕
，對必
要
額
が
成
る
一
年
に
於
て

、
_

 

I

力
を
里
過
ず
る
場
合
に
は
、豫
算
の
確

®

の
維
持

3
れ
ざ
る
亡
共
に
、通
貨
の
動
搖
亦
之
に
次

が
ぎ
る
孤

h 

i

 

?
あ
る

f

 

f

 

S
は
條

5

 

s

 

f
調

f

る
こ

I

以
つ

て
、必
要
，で
あ
る
ビ
し
、此
見
地
か
ら
賠
償
金
支

.拂
額
ど
し
て
、安
全
に
決
定
さ
れ
る
金
领
は
收
人 

，の

最

大

額
€
獨
逸
齒
身
の
：必
要

W

ず

る
®

費
の
最
小

額

ビ
の
差
額
で
な
け
れ
は
な
ら
な
い

S 

1ボ
ふ
原
則
が
委
員
會
，の

/承
'認
：す
る
所
ヒ
爲

0
.た
。

,
,
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\
 

斯
く
て
間
題
は
何
を
以
つ
て
獨
逸
國
民
に
加
へ
る
公
芷
な
る
祖
稅
の
負
擔
額
ビ
す
る
か
と 

云
ふ
こ
ビ
に
觸
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
蓋
し
正
義
の
點
ょ
り
見
て
、獨
逸
人
が
聯
合
諸
國
民
の
負 

爝
す

.
る
ビ
同
榇
の
租
税
負
擔
の
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、當
然
の
道
理
で
あ
つ 

.
て
、，若

し

も

戦

爭

の

爲
'
め
に
、領
土
上
に
何
等
の
損
傷
を
漦
&
ざ
る
獨
逸
國
民
が
租
税
吵
輕
揚
な 

る
負
擔
を
以
つ
て

‘
安
ん
じ
て
居
る
に
對
し
て

'、傲
土
上
に

'
大
な
る
：損
傷

.を
蒙
：つ
た
聯
合
諸
國
民 

か

此

損

傷

を

復

舊

，す
る
；に
就
て
.、大
な
る
租
稅
の
負
擔
を
蒙
つ
て
居
る

.と
す
れ
ば
れ
程

^

_
 

の
_

念
に
反
し
た
こ

^

ほ
他
に

.
見
ら
れ
な
い
で
あ

.

6
ぅ
。

而
し
て
此
：原
則
は
經
濟
上
の
關
録 

に
於
て
も
、亦
公
疋
で
ぁ
る
。
蓋
し
聯
合
國
の
鈉

.
耽
者
が
戰
爭
に
邀
く
祖
税
の
爲
め
に
、消
費
：者
 

と
し
て
重
き
負
擔
を
荷
は
し
め
ら
れ
、更
に

.
獨
逸
の
競
爭
者
に
比
較

.
し
.
て
、軍
き
生
章
費
の
負

»
 

に
苦
し
め
ら
れ
る

C

と
は
、決
し
て
望
ま
し
か
ら
ざ

•

る

所
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
&
尤
何
を 

.J
K

つ
て
獨
逸

i

J R
o

て
均

S T

の
保
た
れ
た
租
税
と
す
る
か
ビ

S

ふ
問
題
を
生
ず
る
。

.

此
間
題
を
取
扱
ぅ

に
當
り

、ダ

ク
ズ
娄
員

#

は
第

1

^

獨
逸
に
於
け
る

1 £

常
の
收
入
源
泉
中
，
 

聯
合
諸
國
に
對
す
る
猢
逸

.の

支
挪
能
力
と
爲
る

も
の
に

就
て
、嚴

f i

な
る
剑
別
を
下
し
、支
«
に 

供
せ
ら
れ

る

源
泉
を
以
つ
て
、
ニ 

)

普
通
豫
箅
か
ら
生
ず

'6

も
の
、.(
一
一

)
鐡
道
偾

券
：幷

に
運

®

稅
か
&

生
す
る
も
の
ゴ

3
產
業
上
ゆ
僙
猙
か
ら
生
中
る
も
の
、
三
種
と
し
て
居
る
。

.
■，
先
づ
第

I

に
獨
逸
は
普
通
豫
算
か
ら
、如
何
な
る
時
期
に
於
て
、幾
何
の
金
額
を
支
拂
ひ
得
る 

4

と

云
へ
ば
、吣
事
た
る
、自
ら
如
何
に
し
て
獨
逸
の
歲
計
に
均
衡
を

#

た
し
め
る
を
#
る
か
ビ 

云
ふ
間
題
の
解
決
に
依
つ
て
、定
ま
る
。
，若
し
も
獨
逸
の
經
濟
的
幷
に
財
政
的
統
一
が
復
典

3
 

れ
、磘
實
な
る
通
貨

•か
流
通

L

、歲
計
が
條
約
上
の
支
拂
か
ら

一

時
の
猶
豫
を
得
る
に
至
つ
た
な 

ら
ば
、觸
逸

.
が
自
國
の
資
源
に
，侬

0

1

.て
、歲
計

0

:

均
衡
を
維
持
す
る
を
得
る
に
：生る
こ
ビ
は
、委
員

. 

會
の
：期
待
す
る
所
で
ぁ
る
が
、此

»

待
を
爲
す
紀
就
て
、

®

員
會
は

.

千
九
百
こ
十
四
年
度
の
©
定 

豫
1

於
S

干

の

收

入

剩

條
の
#

す
る
こ

K

を
根
據
と
し
て
屑
る
。
固
ょ
り
之
を
悲
観 

す
る
考
の
立
場
か
ら

.

云
へ
ば
、通
貨

價

値

低
，落
の
影
饗
の
社
會
‘を
毒
す
る

も

の
、甚
だ
し
く
、貯
蓄 

の
風
，習
は
破
壞

r
/

れ
、信
用
の
«
舊
に
は
將
來
多
大
の
時
を
必
要

€

し
、現
存
の
富
は
最
悪
の
狀 

態
へに
於
て
、

分

配
さ
れ
て

ネ

る
の
み

« 
6
す
、將
來
通
貨

價

値
の
低
落
す
る
勢
に
し
て
、皿
斷

3
れ 

た
ど
し
た
な
ら
ば
、輸
出
贸
爲
に
對
す
る
從
來
の
獎
»
は
消
失
し
去
る
と
共
に
、世
界
の
：牛準

a

 

を
避
へ

'
:る
程
度
に
於
て
、僧

«

の
決
定
さ
れ
る
こ
と

t
r

獨
逸
に
對
し
て
、大
な
る
反
動
を
齎
さ
父 

れ
ば
已
咬
な
い
で
ぁ
ら
：ぅ
ど
云
ふ
.說
の
行
は
れ
る
の

も

、

敢
て
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
。
然
し 
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號

-
Q

な
が
ら
觸
逸
財
政
當
局
者
が
將
來
收
支
均
衡
の
維

#

さ
れ
る
こ
ど
を
信
ず
る
に
就
て
は
、コー

 ̂

の
條
件
の
具
備

^

れ
る
こ
と
を
前
提

S
し
た
の
で
あ

o

-1
T

•其

條
件

S

云
ふ
の
ょ
、

'
.
'第

4
,

信

用

の

碁

礎

：ミ

し1 :

、活
動
す
る
發
行
銀
行
の

.設
立
.され
る
こ
も 

第
一
一
獨
逸
經
濟
的
街

：

活
の
完
全
な
る
發
達
は
ル
ー

,
や
、ラ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
加
へ
ら
れ
る
腿

'
へ
.
迫
の
爲
め
に
、個
限
：
_

れ
ざ
る

^

_

-

—

：..-
 

. 

.

. 

.
—

•

.

.

.
 

■
■
♦
 

■.

'

第

三

、獨

观

は
他
諸
國

ど
經
濟

：

上
の
関
係
を
結
ぶ
に
就

.
て、完
全
な
る
自
由
を
得 

,の
諸

m

に
外
な
ら

な
い
。
而
し

て

楚
等

の
內
、第

1

幷
に
第
一
一
の
輝

#

は

»
逸 

诿
員
會
の
提
案
を
採
用
す
れ
ば
、

必
す
聯
合

諸
國

の

應
諶
す
る
所
と
爲
る
で
あ
ら 

:

條
肩
亦

^

約
.:0

规
定
に
據
$
、十
ー
一
個
月
以
內
に
承
認
さ
れ
可
き
理
由
が
あ
る

& 

委
員
會
の
確
言
す
る
ー
所
で
あ
る

。

. 

:

然
ら

.

は
®

逸
將
來
の

.
财
政
に
於
て
、其
很
幹
ど
爲
る

_

稅
は
今

H

如
何
な
る
狀
況
に
居
り
、今
 

後
收
人
の
#
加
に
依
：，；つ

「

i r

、J-
H

政
.

の
基
礎
を
^
.
固
な
ら
む
め
る
を
得
る
か
ど
ぅ

.

か
。
ダ
ク
ズ
委 

義
脅
は
册
見
地
に
於

!1
:

、
- «

逸

. ®

税
制
度
に
對
し
て
、批
部
を
試
み
る

M

ビ

、
爲
つ
た
。

姿
員
會

於う

，j 

£
*

て
ダ
ク
ズ 

し
、第
三
の 

ふ
こ
ビ
は
、

は

«
逸
租
稅
制
度
の
全
體
に
對
し
て
、褪

令
0

鹳
察
を

.

試
み
、以
つ
て
具
體
的
計
畫
を
立
て
る
前 

提
に
充
て
、
居
る

が
、
其
観
察
の

®
な
る
も
の

は
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

.

第
一
、獨
逸
近
年
の
租
稅
制
度
を
以
つ
て
し
て
は
、富
裕
な
る
地
位
に
居
る

も

の
は
，
^

を
勞

f j 

■

者
.
階
級
に
比
し
、又
他
國
に
於
け
る
富
裕
者
に
比
し
、同
一
程
度
の
.負
擔
を
課
せ
ら
れ
て
居
る 

も
の
と
認
め
る
を
得
な

S

こ

W
、

.

;:
:

1

第
] -

、通
貨
偕
値
の
繼

_

;

し)

て
：低

；落
，す〗

る

爲
^

多
く
の
階
級
に
屬
す
，る：事
業
家
は
利
潤
す
し 

.

.

■て
、生
厳
物
の
全
體

.に
就
て
、多
く
の
分
前
を

0
得
す
る
。
彼
等
の
支

#

.

ぅ
費
用
は
多
く
®
定 

,
;
:::
:

的
性
質
を
有
し
、加

^ 1
:
.る
:1
:

,

紙
の

M

克
に
於
け
る
賃
銀
は
紙
の
塢
克

/

に
於
け
る
諸
物
憤
の
.却 

.

く
.
急
速

'

に
上
進
し
な
.か
つ
た
、斯
ぐ
て
產
業
の
全
產
物
に
於
け
る
事
業
主
の
分
前
は
名

0

上 

.

の
金
額
を
以
り
て
、債
務
を

.

償
還
す
る
爲
め
に
得
る

.
特
別
の
利
益

.

の
外
に

#

ほ
j E

常
雜
を
超 

人
：て
、遙
に
大
な
る

7

R

至
つ
'

た
こ

^r

 

.

第
三
、所
得
稅
の

^

き
® :

接
a

は
^

速
に
物
價
の
騰
貴
す
る
時
代
に
於
て
は
、前
年
の
利
澗
を 

0

礎
;

ビ
し
て
賦
課

3

れ
る
：「

結
果
、當
該
：年

.
度
.
の
.

利
潤
：に
.

對
し
て
、負
辩
の
輕
さ
を
得
る
道
猢

で 

あ
る
。
其
上
に
斯
る
粗
輓

> :

於
.け
S

申
t

査
定
、員
議
申
立
等
の
手
續
は
若
干
の
時
日
を

0

.
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論

::
'
す

る

結
果
、
實

質

.的
負
擔 

m

i:
負
*

は

當

：初

針
^

ら
■し
め

.

^
る

：̂

得

ざ

る 

ダ
ク
ズ
委
員

#

.

は
.進
ん 

依
つ
て
、墙
收
の
餘
地
颇
る 

今
.
後
經
.
濟
.社

會

に

於

け

る
 

m

み
あ
る

‘

j

と
を
斷
じ
、自 

英
，佛
«

個
國
に
關
し
、左
|の

財
康
妞(

帝
思
苋) 

璐
逸 

黎
抻
に
三
兒 

兮

，
 

ニ
〇
、〇
〇
〇 

1
、

五 

ニ
0
〇
、〇
〇
0 

. 

ニ
、九 

二
、〇
〇
〇
、〇

〇

〇

.

.五
、九
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六
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〇
〇
、〇
3
0
, 

.;■
七
、五 
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:if

...弟

. 

；
：
'

'
:

:

ニ〇
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o
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八
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賠
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筋セ
^

r
•一
 

の
紙
に
於
け
る
馬
克
に
依
つ
て
、決
定

5
れ
る
ビ
き
に
は
、̂
眞
實
の 

た
も
の
ょ
り

も
、
輕
ぐ
爲

I

に
納
付
の
遲
延
は

此
傾

^

を
®
著
な

こ 

€

、

，

V
'

で
各
項
目
^

租
桃
に
關
す
る
研
究 

大
な
る
可
き
こ

€

を
說
き
、間
接
税
の
税
率
が
一 

繁
昌
の
，加
は
る
と
共
に
、消
費
に
減
少
を
來

3

ず
し 

働
車
税
の
低
廉
に
過
ぐ
る
こ
と
を
指
摘
し
相
續
税 

如
き
興
味
あ
る
稅
率
此
較
表
を
揭
げ
て
居
る
。

入
り
、煙
草
輿
賣
法
の
改

J H

に
 

般
に
低

ぐ
、隨
つ
て 

て
、收
入
僧
加
の 

に
就
て
は
、

®

白
、

白邳義
■

分
.

ニ
、I 

ニ、七
 

三、八

. 

"

四、八一八、三

英吉利分三"〇
 五、〇

 
1

芄、九
ニニ、八三、〇

佛蘭西
 

分
 三、五

 六
、I 

1
1
、

五
 

一四、四
二三、三

1
1
0〇、
0
〇〇

ニ、〇

o

〇、〇

o

〇

六、〇〇

o

、〇〇〇

典
以
外 

ー
一
〇
、
〇

〇

0

ニ 
o

〇
、〇
〇o

.

.ニ
、〇
c

〇
、
〇G
o
 

六
"

〇
〇
〇
、〇
〇◦

一
七
、
四

H

〇
、〇

■
H
o
d

V

八
、
ニ

四
0

、
六 

:

七
〇
、
〇 

七
〇
、〇

1
1
、

四 

1

七
、
〇 

ニ
ニ
、
ニ

1

六
、
七 

ニ
ニ
、
八 

三
四
、
八
：
 

四
四
で
五

五
、
〇 

1

九
、
一.

1 

ニ
五
、
九

三
、
〇 

五
、〇 

ニ
三
、
五 

ニ
九
、八

三
六
d

 

五
〇
、
一
 

瓦
六
、
二

三
六
、
八 

四
八
、
三

六一

、〇 

六
六
、五

八

云 財  
ふ 源  

こ 間  
と 題  
で に  

あ 關  
つ • 聯

て の  

の は  

鐵 國  
道 有  
が 鐵  

不 道  
成 を  
績 今  
で 後  
あ, 如 
る 何

の に  

は 處  
著 理

財
源
間
題
に
關
聯
，し

て、
次
に
攻
究
さ
れ
た 

' i

云
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
戰
爭
以
來
■殆
ど
總

で
あ
る
が
、ダ
ク
ズ
：委
員

# ;

：：
は

：

其
；；

原

因
"
を
■案
：じ
て
、第
一
人
員
過
剩
で
あ

K

V

X

時
間
勞 

施 
'

講
和
條
約
に
俾

ラ

義
務
ビ
を
考
量
す
る
も
、尙
ほ
過
剩
に
失
す
る
こ
ど
、第
二
失 

の
目
的
を
以
つ
て
、從
來
過
度
の

.
建
設
費
を
投
入
し
た
こ
ど
、
の
ニ
®
に
在
り
と
し 

今
や
政
府
は
鐵
遨
經
營
の
-.方
法
を
一
渐

し

、鐵
道
を
普
通
の
行
政
か
ら
分
離
し
て
、純
 

個
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業
務
：と
し
て
、取
扱
ぅ
こ
ビ
に
勉
：め
る
ど
共
に
、肆
設
費
を
繰
延
ベ
、料
金
に
も
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は
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利
益
を
生
脅
し
め
る
乙
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を
期
し
た
。
 

然
し
な

♦か
'
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專
門
家
の
考
へ
る
所
を

.
以
っ
て
す
れ
ば

‘

在
の

0
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法
の
下

(:

、適
.當の
貨
率
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を
施

.
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以
上
は
、今
日
：以
土
に
、收
入
の
堦
加
を
期
す
る
こ
ど
は
、之
を
盟
む

'

に
雛
し
と
し
な
い
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に
於
け
る
獨
逸
國
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鐡
遨
の
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獨
逸
產
業
上

'
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利
益
を
主
ど
し
、國
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收
入
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從
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し
た

•か
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や
此
傅
習
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く
打
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れ
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な
け
れ
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な
ら

/I

い
ど
し
た
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委
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家
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す
る
の
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な
ら
ず
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進
め
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式
龠
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組
織
の
下
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遨
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經
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す
る
こ
ビ
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提
案
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、之
を
以
つ
て
聯
合
諸
國
の
爲
め
に
、獨
逸
か
ら
鐵
辑
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政
.を
奪
ぅ
の
で
は 

な
ぐ
、資
本
に
對
す
る
相
當
利
益
の
生
す
る
の
を
期
す
る
の
で
ぁ
つ
て
ぜ
利
益
の
生
ず
る
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鐡
道
行
政
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對
し
て
他
國
の
干
涉
を
加
へ
る
こ
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を
期
幽
し
な
い
と
し
た
。

而
し
て
此
鐵
道 
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設
立
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傲
金
問
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し
め
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會
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；
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依
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當
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確
定
も
總
て
此
外
憤
の
成
否
如
何
に
依
る

P

蓋
し
外
債
成
立
の
曉
に
、其
收
入
が
銀 

.

さ

れ

て
兹
に

始

め
て
其
正
貨
準
備
に
寄
與

し
、通

貨
發
行
の
基
礎
を

.擴
張
し
、獨
逸
を 

:對
：外

«
:務
の
決
濟
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:當
ら
し

I,め
る
を
得

る

か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
獨
逸
は
計
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て
、外
偾
に
依

.つ
て
、債
務
の
，全
額
を
辨
ず
:る
を
得
る
信
用
を
有
す
る
か
ど
う
か
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れ
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て
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能
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立
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適
す
る
資
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得
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ら
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間
の
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す
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す
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爲
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世
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运
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自
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